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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　板金製の外箱、樹脂製の内箱及び両者の間に断熱材が充填されて冷蔵庫本体の外郭を構
成するケーシングの背面側の下部に背面側が開口した空間部を設け、
　該空間部の前面側の壁面を構成する前記ケーシングの外箱に凹状の基板収納部を設け、
該空間部内であって前記基板収納部と干渉しない位置に圧縮機と除霜水蒸発皿を設け、
　該基板収納部に、絶縁材からなる基板固定部材を介して制御基板を収納して該制御基板
に前記ケーシングの断熱材内に配設された電気配線を接続し、該制御基板を含む前記基板
収納部を板金製のカバーで覆ったことを特徴とする冷蔵庫。
【請求項２】
　前記基板収納部の底部に、前記ケーシングの断熱材内に配設された電気配線を引き出す
配線穴を設けたことを特徴とする請求項１記載の冷蔵庫。
【請求項３】
　前記基板収納部の外側において、前記空間部の底面に複数の係止部及びねじ穴を設ける
と共に、前記カバーの開口部外周に設けたフランジに前記ねじ穴に対応してねじ挿通穴を
設けたことを特徴とする請求項１又は２記載の冷蔵庫。
【請求項４】
　前記基板収納部に設けた配線穴から前記ケーシングの断熱材内に配設された電気配線を
引き出し、前記制御基板が固定された基板固定部材を前記基板収納部内に収納して前記電
気配線を前記制御基板に接続し、該制御基板を含む前記基板収納部を前記カバーで覆い、
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該カバーを前記空間部の底面に固定することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載
の冷蔵庫。
【請求項５】
　前記カバーのフランジを前記空間部に底面に設けた係止部に係止させ、前記カバーのフ
ランジに設けたねじ挿通穴に挿通したねじを前記底面に設けたねじ穴に螺入して該カバー
を前記底面に固定することを特徴とする請求項４記載の冷蔵庫。
【請求項６】
　前記基板収納部の底部に、前記基板固定部材に設けた突部が挿入される仮固定穴を設け
たことを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の冷蔵庫。
【請求項７】
　前記電気配線が挿通され、前記配線穴を閉塞するシール材を設けたことを特徴とする請
求項２～６のいずれかに記載の冷蔵庫。
【請求項８】
　前記基板固定部材の下部に、前記シール材に係止する係止部を有する仮固定片を設けた
ことを特徴とする請求項７記載の冷蔵庫。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は冷蔵庫に係り、より詳しくは、冷蔵庫に設けた制御基板の組付構造に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の冷蔵庫に、冷蔵庫本体の下部後方の一部に凹部を形成し、この凹部に、囲いを有
する樹脂製の電気部品収納部を設け、この電気部品収納部に電子制御基板を収納するよう
にしたものがある（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－４１６３５号公報（第４－６頁、図２－３）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の冷蔵庫の電子部品収納部は、収納効率をあげるために囲いを設けるなど複
雑な形状となっているので、樹脂材料で成形する必要があり、このため、コストが上昇す
るばかりでなく、燃焼に対する安全上の問題点などがあった。
【０００５】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、構造が簡単でコストを低減す
ることができ、その上火災等に対する安全性を確保することのできる制御基板の組付構造
を備えた冷蔵庫を提供することを目的としたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る冷蔵庫は、板金製の外箱、樹脂製の内箱及び両者の間に断熱材が充填され
て冷蔵庫本体の外郭を構成するケーシングの背面側の下部に背面側が開口した空間部を設
け、該空間部の前面側の壁面を構成する前記ケーシングの外箱に凹状の基板収納部を設け
、該空間部内であって前記基板収納部と干渉しない位置に圧縮機と除霜水蒸発皿を設け、
該基板収納部に、絶縁材からなる基板固定部材を介して制御基板を収納して該制御基板に
前記ケーシングの断熱材内に配設された電気配線を接続し、該制御基板を含む前記基板収
納部を板金製のカバーで覆ったものである。
【発明の効果】
【０００７】
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　本発明によれば、構造が簡単でコストを低減でき、その上火災等に対する安全性を確保
することのできる制御基板の組付構造を備えた冷蔵庫を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施の形態１に係る冷蔵庫の要部の断面図である。
【図２】図１の冷蔵庫の背面図である。
【図３】図１の制御基板組付部の分解斜視図である。
【図４】制御基板組付部の組付手順の一例の説明図である。
【図５】図４に続く制御基板の組付手順の一例の説明図である。
【図６】本発明の実施の形態２に係る制御基板取付部のカバーを外した状態を示す正面図
及びその要部の拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
［実施の形態１］
　図１は本発明の実施の形態１に係る冷蔵庫の要部の断面図、図２は図１の冷蔵庫の背面
図である。なお、以下の説明では、図１の左側を前面側、右側を背面側という。
　両図において、１は冷蔵庫本体の前面側を除く外郭を構成するケーシングで、板金製の
外箱２、樹脂成形品からなる内箱３及び両者の間に充填された断熱材４からなっている。
【００１０】
　そして、背面側の下部には、ケーシング１を凹状に曲げ加工して形成され、背面側が開
口された空間部５が設けられており、空間部５の前面側のほぼ垂直に近い壁面（以下、空
間部５の底面５ａという）には、板金製の外箱２を長方形の凹状に凹まして形成した基板
収納部６が設けられている。
【００１１】
　７は上下室の間に設けられた仕切り板、８は空間部５の前面側に形成された例えば冷凍
室で、前面側開口部には冷凍室扉９が設けられている。なお、冷凍室８の上方には仕切り
板を介して野菜室や冷蔵室などが設けられているが、図には省略してある。
　１０は空間部５内において、基板収納部６と干渉しない位置に搭載された圧縮機、１１
は圧縮機１０の上方に設置された除霜水蒸発皿である。
【００１２】
　１６は周縁の一部又は全部に周壁１６ａが設けられ、下部に運転コンデンサ１７が搭載
された合成樹脂の如き絶縁材からなるほぼ箱状の基板固定部材（図３参照）、１８は多く
の電子部品等が搭載されて制御回路が形成された制御基板で、基板固定部材１６に固定さ
れている。１９は制御基板１８を含む基板収納部６を覆う板金製で断面ほぼコ字状のカバ
ーである。なお、以下の説明では、これら基板収納部６、基板固定部材１６、制御基板１
８及びカバー１９を総称して、制御基板組付部１５ということがある。
【００１３】
　次に、制御基板組付部１５の詳細について、図３～図５により説明する。
　空間部５の底面５ａには、基板収納部６の上方の一方の側及び下方の他方の側に例えば
断面Ｌ字状の係止部５ｂがそれぞれ設けられており、また、基板収納部６の上側には一対
の、下側には１個のねじ穴５ｃがそれぞれ設けられている。
【００１４】
　また、基板収納部６の底部の下部には、ケーシング１の断熱材４内に配設されて、制御
基板１８の充電部と弱電部にそれぞれ接続される電気配線２０ａ，２０ｂを引き出すため
の配線穴６ａ，６ｂが設けられており、また、上部の一方の側には、基板固定部材１６に
設けた突部１６ｂが挿入される仮固定穴６ｃが設けられている。
【００１５】
　板金製のカバー１９の開口部の外周にはフランジ１９ａが設けられており、上下のフラ
ンジ１９ａには、空間部５の底面５ａに設けたねじ穴５ｃに対応して、それぞれねじ挿通
穴１９ｂが設けられている。
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【００１６】
　次に、上記のように構成した本実施の形態に係る冷蔵庫の制御基板組付部１５の組付手
順の一例について説明する。
　先ず、電気配線２０ａ，２０ｂを配線穴６ａ，６ｂから引き出して、空間部５の底面５
ａにテープ等により固定する。ついで、運転コンデンサ１７及び制御基板１８が固定され
た基板固定部材１６を、その突部１６ｂを基板収納部６の仮固定穴６ｃに挿入し、位置決
めしつつ基板収納部１６内にセットし、仮固定する。このとき、配線穴６ａ，６ｂは基板
固定部材１６の下部中央部に固定した運転コンデンサ１７の両側に露出する。ついで、配
線穴６ａ，６ｂから引き出された電気配線２０ａ，２０ｂを制御基板１８及び運転コンデ
ンサ１７にそれぞれ接続する。このときの状態を図４に示す。
【００１７】
　次に、カバー１９を横方向から制御基板１８を覆うように空間部５に挿入し、そのフラ
ンジ１９ａを底面５ａの上下に設けた係止部５ｂに係止させて基板収納部６の外周の底面
５ａに当接する。そして、上下のフランジ１９ａに設けたねじ挿通穴１９ｂに挿通したね
じ２１を空間部５の底面５ａに設けたねじ穴５ｃに螺入し、カバー１９を空間部５の底面
５ａに固定する。なお、図示してないが、空間部５の底面５ａとカバー１９のフランジ１
９ａとの間にパッキンを介装してもよい。
【００１８】
　これにより、基板収納部６、運転コンデンサ１７を含む基板固定部材１６及び電気配線
２０ａ，２０ｂを含む制御基板１８は、カバー１９によって完全に覆われ、空間部５の底
面５ａへの組付けが終了する。この場合、基板収納部６は圧縮機１０等の干渉を受けない
位置に設けられているので、組付作業を容易に行うことができる。この時の状態を図５に
示す。
【００１９】
　上記の説明では、基板収納部６の平面形状を長方形に形成した場合を示したが、これに
限定するものではなく、基板固定部材１６や制御基板１８などの形状に対応して、適宜変
更することができる。
　また、基板収納部６の外周の上下において、空間部５の底面５ａに係止部５ｂ及びねじ
穴５ｃを設けた場合を示したが、これら係止部５ｂ及びねじ穴５ｃの数及び設置位置はこ
れに限定するものではなく、適宜変更することができる。
【００２０】
　さらに、樹脂製の基板固定部材１６の周縁の一部又は全部に周壁１６ａを設けて箱状に
形成した場合を示したが、基板固定部材１６は、周壁１６ａを省略して板状に形成しても
よい。
【００２１】
　上記のように構成した本実施の形態によれば、冷蔵庫本体のケーシング１の背面側下部
に形成された空間部５の前面側の底面５ａに、ケーシング１と一体に制御基板１８を収納
する凹状の基板収納部６を設け、この凹部に収納された制御基板１８はこの基板収納部６
とカバー１９とにより覆うようにしたので、構造が簡単でコストを低減することができる
。
　また、空間部５の背面側は大気に開放されているので、圧縮機１０等を自然冷却するこ
とができる。
【００２２】
　また、制御基板１８は樹脂等の絶縁材からなる基板固定部材１６を介して基板収納部６
内に収納され、ケーシング１の断熱材４内に配設された電気配線２０ａ，２０ｂを、基板
収納部６の底部に設けた配線穴６ａ，６ｂから引き出して制御基板１８に接続し、制御基
板１８と共にカバー１９で覆って保護するようにしたので、火災等に対する安全性を確保
することができると共に、電気配線２０ａ，２０ｂの配線長を短縮することができる。
【００２３】
　さらに、基板収納部６は、ケーシング１の外箱２と一体に形成されており、外気や圧縮
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のを防止することができる。
　また、ケーシング１の断熱材４内に配設された電気配線２０ａ，２０ｂを、比較的温度
の高いケーシング１の外箱２に設けた配線穴６ａ，６ｂから引き出すようにしたので、電
気配線２０ａ，２０ｂや制御基板１８に結露を生じることもない。
【００２４】
　また、制御基板１８は、空間部５のほぼ垂直に近い底面５ａに設けた基板収納部６内に
収容され、カバー１９により覆われているので、若し空間部５の下部に水が浸入しても制
御基板１８が水に漬ることはない。
【００２５】
［実施の形態２］
　図６は本発明の実施の形態２に係る冷蔵庫の制御基板組付部のカバーを取外した状態を
示す正面図及びその要部の拡大図である。なお、実施の形態１と同じ部分には、これと同
じ符号が付してある。
　本実施の形態は、ケーシング１内に充填した断熱材４（例えば、ウレタン）が、基板収
納部６の底部に設けた配線穴６ａ，６ｂからはみ出すのを防止するために、電気配線２０
ａ，２０ｂが挿通されて配線穴６ａ，６ｂを閉塞するシール材２２を設けたものである。
　これにより、配線穴６ａ，６ｂに露出する断熱材１１の、制御基板組付部１５へのはみ
出しを確実に防止することができる（このシール材２２は実施の形態１にも実施できる）
。
【００２６】
　また、本実施の形態においては、実施の形態１において、基板固定部材１６に設けた突
部１６ｂ及び基板収納部６の底部に設けられて突部１６ｂが挿入される仮固定穴６ｃを省
略し、基板固定部材１６の下部面側に、配線穴６ａ，６ｂを閉塞しその一部が底部から露
出したシール材２２に係止する係止部２３ａを有する仮固定片２３を設けたものである。
【００２７】
　これにより、図６（ｂ）に示すように、制御基板１８が固定された基板固定部材１６を
基板収納部６に収納する際に、この仮固定片２３の係止部２３ａを、配線穴６ａ，６ｂを
閉塞したシール材２２の露出部に係止させることにより、基板固定部材１６を目視により
基板収納部６に仮固定することができる。
【符号の説明】
【００２８】
　１　冷蔵庫本体のケーシング、２　外箱、３　内箱、４　断熱材、５　空間部、５ａ　
空間部の前面側の底面、５ｂ　係止部、５ｃ　ねじ穴、６　基板収納部、６ａ，６ｂ　配
線穴、６ｃ　仮固定穴、１０　圧縮機、１１　除霜水蒸発皿、１５　制御基板組付部、１
６　基板固定部材、１６ｂ　突部、１８　制御基板、１９　カバー、１９ａ　フランジ、
１９ｂ　ねじ挿通穴、２０ａ，２０ｂ　電気配線、２２　シール材、２３　仮固定片、２
３ａ　係止部。
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(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ２５Ｄ　　１９／００　　　　
              Ｆ２５Ｄ　　２３／００　　　　
              Ｆ２５Ｄ　　２３／０６　　　　
              Ｆ２５Ｄ　　２９／００　　　　
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